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第１章 自殺対策計画策定の背景と目的 

第１節 本計画策定の背景                     

１ 国の動き 

平成１０年以降、１４年連続して自殺者数が 3 万人を超える状態が続いて

いましたが、平成２４年に１５年ぶりに３万人を下回りました。 

しかし、新型コロナウイルス感染症が感染拡大した令和２年は１１年ぶりに

増加し、令和４年は 21,881 人となっています。 

 

 

 

 

平成１０年に自殺者数が 3 万人を超え、それ以降、高い水準で推移してき

ました。このような状況の下、平成１８年に自殺の防止と自殺者の親族等への

支援の充実を目的として「自殺対策基本法（平成１８年法律第８５号）」（以下

「自殺対策基本法」という。）が制定されました。平成２８年には自殺対策基

本法が改正され、市町村に自殺対策計画の策定が義務付けられました。 
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平成１９年６月の閣議で、自殺対策基本法に基づき、政府が推進すべき自殺

対策の指針である「自殺総合対策大綱」が閣議決定されました。自殺総合対策

大綱は、おおむね５年を目途に見直すこととされており、平成１９年 6 月に

策定された後、平成２４年 8 月と平成２９年 7 月に見直しが行われ、令和４

年１０月に新たな自殺総合対策大綱が閣議決定されました。 

新たな自殺総合対策大綱では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響

で自殺の要因となる様々な問題が悪化したことなどにより、女性や小中高生の

自殺者が増加していることから、「子ども・若者の自殺対策の更なる推進・強

化」、「女性に対する支援の強化」や「総合的な自殺対策の更なる推進・強化」

を今後５年間で取り組むべき施策として新たに位置付けられました。 

 

２ 神奈川県の動き 

平成１９年に、神奈川県は年間約１,８００人の県民が自殺で亡くなってい

たことを受けて、自殺対策の総合的な推進を目的として同年６月に「かながわ

自殺対策会議」を政令指定都市と共同で設置しました。 

また、平成２３年３月には「かながわ自殺総合対策指針」を策定し「孤立し

ない地域づくり」を目指して取り組んできました。 

平成３０年３月、自殺対策基本法に基づき「かながわ自殺対策計画」が策定

されました。令和５年３月、自殺対策に関する状況や動向、自殺対策基本法や

新たな自殺総合対策大綱の趣旨を踏まえ、自殺対策を引き続き総合的かつ効果

的に進めていくために、「かながわ自殺対策計画」を改定しました。 

 

３ 本市の動き 

茅ヶ崎市（以下「本市」という。）では、平成２３年度に茅ヶ崎市自死（自

殺）対策庁内連絡会を設置し、庁内横断的な取組みの推進を図ってきました。 

平成３１年３月、自殺対策基本法に基づき「いのち支えるちがさき自殺対策

計画（第１期茅ヶ崎市自殺対策計画）」（以下「前計画」という。）を策定し、 

さらに、令和６年３月、自殺対策における課題や本市の自殺の状況を踏まえ

「いのち支えるちがさき自殺対策計画（第２期茅ヶ崎市自殺対策計画）」（以下

「本計画」という。）を策定しました。
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第２節 本計画の目的                      

1 本計画の目的 

本市の実情を踏まえ、国及び神奈川県と連携しつつ、市民に身近な行政機関

として、市民や関係団体と緊密な連携・協働により「誰も追い込まれることの

ない共に支え合う茅ヶ崎市の実現」に向け、自殺対策を推進します。 

 

２ 計画改定の目的 

これまで本市では、前計画に基づき、自殺対策に関する取組を進めてきまし

た。 

前計画の終期が令和５年度であるとともに、自殺総合対策大綱の改正や「か

ながわ自殺対策計画」が改定され、また、新型コロナウイルス感染症の感染拡

大以降、自殺者数が増加傾向にあることを踏まえ、引き続き基本理念である

「誰も追い込まれることのない共に支えあう茅ヶ崎市の実現」に向け、総合的

に自殺対策を進めていくことを目的に計画を改定しました。 
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第３節 本計画の位置づけ                    

１ 法的位置づけ 

本計画は、自殺対策基本法第１３条第 2 項に基づく「市町村自殺対策計画」

です。 

 自殺対策基本法 第１３条第２項 

市町村は自殺総合対策大綱及び都道府県自殺対策計画並びに地域の実情を

勘案して当該市町村の区域内における自殺対策についての計画（次条におい

て『市町村自殺対策計画』という。）を定めるものとする。 

 

２ 市政における位置づけ 

本計画は、「茅ヶ崎市総合計画」の個別計画であり、本市の自殺対策の基本

となる計画です。国の自殺総合対策大綱及び「かながわ自殺対策計画」と整合

を図り、本市における他の計画と連携しながら推進します。 
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３ 計画期間 

本計画の計画期間は、自殺総合対策大綱の見直し期間及びかながわ自殺対

策計画の計画期間と同様の５年間とし、令和６年度から令和１０年度までと

します。 

また、国の政策、市の総合計画及び他の計画と整合を図る必要があることか

ら、適時、計画の見直しを行うほか、令和８年度に中間評価を行います。 

   

 

令和６年度 

２０２４ 

令和７年度 

２０２５ 

令和８年度 

２０２６ 

令和９年度 

２０２７ 

令和１０年度 

２０２８ 

自殺対策計画 
 

 

４ ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）を踏まえた自殺対策の推進 

（１）持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ） 

  ＳＤＧｓ（エスディージーズ）とは、２０１５年に国連サミットで採択さ

れた「持続可能な開発のための２０３０アジェンダ」に記載された、２０１

６年から２０３０年までの国際目標です。持続可能な世界を実現するための

１７の目標と１６９のターゲットから構成され、「地球上の誰一人として取

り残さない」を基本理念としており、すべての人が参加したパートナーシッ

プを通じて推進することを掲げています。 

 

（２）ＳＤＧｓと本計画の推進 

自殺対策は「誰も追い込まれることのない社会の実現を目指す」という基

本理念の下、生きることの包括的な支援として、社会全体の自殺リスクを低

下させるとともに、一人一人の生活を守るという姿勢で展開する必要があり

ます。これは、「誰一人取り残さない」をスローガンに、持続可能でよりよ

い社会の実現を目指す世界共通の目標であるＳＤＧｓの理念と合致するも

のであり、自殺対策はＳＤＧｓの達成に向けた政策としての意義も持ち合わ

せています。本計画に掲げる施策と関連するＳＤＧｓの目標は次のとおりで

あり、本計画の推進が当該目標の達成に資するものとして位置付けます。

 
中間評価 
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貧困 あらゆる場所あらゆる形態の貧困を終わらせる 

 
保健 

あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を

確保し、福祉を促進する 

 
教育 

すべての人に包摂的かつ公正な質の高い教育を

確保し、生涯学習の機会を確保する 

 
ジェンダー 

ジェンダー平等を達成し、すべての女性及び 

女児のエンパワーメントを行う 

 
経済成長と雇用 

包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての

人々の完全かつ生産的な雇用と働きがいのある

人間らしい雇用を促進する 

 
不平等 国内及び各国家間の不平等を是正する 

 
実施手段 

持続可能な開発のための実施手段を強化し、グ

ローバル・パートナーシップを活性化する 



 

8 

 



 

9 
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第２章 本市の自殺の現状と課題 

第１節 自殺者数と自殺死亡率1                 

１ 本市の自殺者数及び自殺死亡率の推移 

厚生労働省の「地域における自殺の基礎資料」によると、平成２８年から令

和元年にかけて自殺者数は減少傾向にあり、令和元年は２３人と平成２４年

以降で最少値となりました。 

しかし、新型コロナウイルス感染症が感染拡大した令和２年は、３５人と前

年より１０人以上の増加となり、令和３年には再び減少したものの令和４年

は３６人と増加しています。 

 

 参考：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」 

  

                                                   
1 人口１０万人あたりの自殺者数のこと。 
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２ 本市の自殺死亡率と全国、神奈川県との比較 

本市の自殺死亡率は全国、神奈川県と比較して低い数値で推移しています。 

 H30 R1 R2 R3 Ｒ4 

全国 16.1 15.6 16.4 16.4 17.2 

神奈川県 14.0 12.0 14.3 13.8 14.8 

茅ヶ崎市 11.5 9.4 14.3 11.4 14.6 

参考：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」 

３ 本市の自殺者数の性別推移 

自殺者数の推移を性別で比較すると、女性より男性の自殺者が多い状況で

す。男性は、新型コロナウイルス感染症が感染拡大した令和２年に、前年よ

り９人増加し、２４人となりました。女性も令和２年に、前年より３人増加

し、１１人となりました。 

令和３年には、男性、女性ともに再度減少しましたが、令和４年には、男性

は２２人、女性は１４人と増加しています。 

 

参考：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」
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４ 本市の自殺者数の年齢別推移 

 （１）全体の年齢別推移 

世代別の比較では、４０代と５０代、６０代の自殺者数が多い傾向にあり

ます。新型コロナウイルス感染症が感染拡大した令和２年は、２０歳未満を

除くすべての世代の自殺者数が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

参考：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」 

（２）男性の年齢別推移 

男性では５年間の累計で４０代、６０代、５０代の順に多いです。 

 

 

 

 

 

 

参考：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」
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（３）女性の年齢別推移 

女性では５年間の累計で４０代、５０代、６０代の順に多いです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」 

５ 本市の自殺者数の職業別推移 
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職業別に比較すると、「被雇用者・勤め人」、「年金・雇用保険生活者」及び

「その他の無職」の自殺者数が多い傾向にあります。特に、令和２年は「そ

の他の無職」の自殺者数が大きく増加しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」
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（２）男性の職業別推移 

男性では、５年間の累計で「被雇用者・勤め人」が最も多くなっています。

また、令和２年は「その他の無職」が１０名増加しています。 

 

 

 

 

 

 

参考：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」

 

（３）女性の職業別推移 

女性では、５年間の累計で「主婦」が最も多くなっています。 

また、令和４年は「被雇用者・勤め人」が５名増加しました。 

 

 

 

 

 

 

 

参考：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」
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６ 本市の自殺者の同居人の有無 

同居人の有無で比較すると、同居人がいる自殺者が多いです。 

新型コロナウイルス感染症が感染拡大した令和２年は、同居人がいる自殺者

が前年より９人増加しています。 

 
参考：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」 

７ 本市の自殺者の自殺未遂歴の有無 

自殺未遂歴の有無で比較すると、自殺未遂歴がない自殺者が多いです。 

 

参考：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」 
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８ 本市の自殺者の特徴 

厚生労働大臣指定法人・一般社団法人いのち支える自殺対策推進センター1

が、市町村ごとに、平成２９年から令和３年までの５年間の自殺の実態を分析

した「地域自殺実態プロファイル」によると、本市では男性４０歳～５９歳の

有職で同居者がいる層が多い結果となりました。自殺に至る背景としては、職

場での配置転換による過労や職場の人間関係の悩み、仕事の失敗等が挙げられ

ています。また、次に多いのが、女性４０歳～５９歳の無職で同居者がいる層

であり、近隣関係の悩みや家族間の不和が背景として挙げられています。 

自殺者の特性上位５区分 
自殺者数 

(5 年計) 
割合 

自殺 

死亡率 

背景にある 

主な自殺の危機経路 

1 位：男性 40～59 歳 

有職同居 
17 人 12.1% 11.6 

配置転換→過労→ 

職場の人間関係の悩み 

＋仕事の失敗→うつ状態→自殺 

2 位：女性 40～59 歳 

無職同居 
16 人 11.3% 17.5 

近隣関係の悩み＋家族間の不和

→うつ病→自殺 

3 位：男性 60 歳以上 

無職同居 
15 人 10.6% 17.2 

失業（退職）→生活苦＋ 

介護の悩み（疲れ）＋身体疾患

→自殺 

4 位：男性 60 歳以上 

無職独居 
13 人 9.2% 86.5 

失業（退職）＋死別・離別→ 

うつ状態→将来生活への悲観 

→自殺 

5 位：男性 20～39 歳 

無職同居 
11 人 7.8% 55.3 

①【30 代その他無職】 

ひきこもり＋家族間の不和 

→孤立→自殺 

②【20 代学生】就職失敗 

→将来悲観→うつ状態→自殺 

参考：厚生労働大臣指定法人・一般社団法人いのち支える自殺対策推進センター1「地域自殺実態プロファイル」 

                                                   

1 「自殺対策の総合的かつ効果的な」実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の

推進に関する法律」第４条第１項に基づき、令和２年２月２７日に国が指定調査研究等

法人に指定した。 
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第２節 前計画の評価                      

１ 前計画の評価について 

前計画では、誰も追い込まれることのない共に支え合う茅ヶ崎市の実現に

向けて、自殺死亡率の数値目標を設定し、５つの基本方針と３つの重点施策

を位置付けました。 

前計画の評価を数値目標である自殺死亡率の達成状況及び５つの基本方針

と３つの重点施策の総評をもとに行いました。 

 

（１）自殺死亡率の達成状況について 

自殺総合対策大綱及び「かながわ自殺対策計画」の数値目標を踏まえ、

令和元年度から令和５年度までの５年間で、平成２８年の自殺死亡率１２.

８から１５％以上の減少となる１０．９以下を目標としました。 

本市の自殺死亡率の推移について、令和元年には一旦９．４３となりま

したが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が始まった令和２年には、

１４．３と増加しました。 

厚生労働省が公表する「地域における自殺の基礎資料」により、前計画

の最終年度である、令和５年度末に把握できる自殺死亡率は令和４年の数

値となりますが、令和４年の自殺死亡率は１４．６であるため、目標は達

成できませんでした。 

 

【本市の自殺死亡率の推移】 

Ｈ２８ 

（基準値） 
Ｈ29 Ｈ30 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 

12.8 11.1 11.5 9.4 14.3 11.4 14.6 

参考：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」 
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（２）基本方針・重点施策の総評 

前計画における、５つの基本方針と３つの重点施策に位置付けられた事

業について、取組状況を踏まえ評価を行いました。 

 

基本方針１ 市民への啓発と周知 

基本施策 主な取組内容 

１－（１） 

市民に対する普及啓発活動の実施 

 

 

 

 

 

 

 

９月の自殺予防週間に茅ヶ崎駅北口

ペデストリアンデッキにて、自殺予防に

関するのぼり旗の設置や、市役所市民ふ

れあいプラザにおいて自殺対策に関す

る展示を行いました。 

また、３月の自殺対策強化月間におい

て、市広報紙に自殺対策に関する記事を

掲載したほか、庁内に啓発ポスターを掲

示しました。 

１－（２） 

各種メディア媒体を活用した啓発

活動 

自殺対策に関する事業について、その

周知のため、市広報紙、市ホームページ、

SNS 等を活用しました。 

１－（３） 

うつ病の知識と理解を深める普及

啓発活動の推進 

こころの健康チェックや相談窓口を

掲載した「こころサポートハンドブッ

ク」を作成し、様々な場所で配布しまし

た。 

１－（４） 

地域と連携した情報の発信 

市民まつりにてブースを設置し、自殺

対策に関する普及啓発活動を行いまし

た。 

【評価】 

普及啓発において、様々な機会を活用したほか、市広報紙や SNS 等の様々

な媒体を活用し、普及啓発活動を行うことができました。引き続き、相談窓口

などの支援に関する情報や自殺に関する正しい知識が市民に届くよう、工夫

して取り組むことが必要です。 
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基本方針２ 気づきと見守りのある地域づくりの推進 

基本施策 主な取組内容 

２－（１） 

こころの健康づくり推進体制の整

備 

 

 

 

 

茅ヶ崎市保健所地域精神保健福祉連

絡協議会を開催し、医療機関や福祉団体

等と、こころの健康への対策や精神疾患

への対応について検討しました。 

茅ヶ崎市自死（自殺）対策庁内連絡会

を開催し、庁内における自殺対策の取組

について共有し連携を深めました。 

２－（２） 

地域における相談支援体制の充実 

 

 

こころの健康チェックや相談窓口を

掲載した「こころサポートハンドブッ

ク」を作成し、様々な場所で配布しまし

た。 

２－（３） 

様々な職種を対象としたゲートキ

ーパー養成 

市民、民生委員・児童委員等に対しゲ

ートキーパー養成研修を行ったほか、新

型コロナウイルス感染症が感染拡大し

た時期には、ゲートキーパーに関する動

画を作成し、YouTube へアップロード

しました。 

【評価】 

茅ヶ崎市保健所地域精神保健福祉連絡協議会と茅ヶ崎市自死（自殺）対策庁

内連絡会については、新型コロナウイルス感染症が感染拡大となった時期に

ついても、書面会議も取り入れながら取組を継続し、関係機関や関係部局とメ

ンタルヘルス対策や自殺対策について検討し理解を深めることができまし

た。 

また、ゲートキーパー養成研修について、集合形式とオンライン形式の両方

を併用したことで、新型コロナウイルス感染症が感染拡大した時期において

も、継続して養成することができました。 
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基本方針３ 「つながる」を支える人材の育成 

基本施策 主な取組内容 

３－（１） 

ゲートキーパーのフォローアップ研

修 

ゲートキーパー養成研修修了者に

対して、フォローアップ研修を開催し

ました。 

３－（２） 

かかりつけ医等との精神科医師との

連携強化 

こころの健康相談において、精神科

の治療が必要な方を医療機関につな

ぎました。 

３－（３） 

健康教育等によるこころのケア推進 

市内の企業に対して、メンタルヘル

スに関する健康教育を実施しました。 

３－（４） 

救急医と精神科医との連携強化 

 

救急病院・精神科医療機関連絡会を

開催し、医療機関同士の連携を深めま

した。 

３－（５） 

関係機関へのコンサルテーション 

神奈川県精神保健福祉センターに

協力いただき、地域の困難事例に関す

るコンサルテーションを行いました。 

【評価】 

ゲートキーパー養成研修修了者に対し、フォローアップ研修を開催したこ

とで、知識や技術の向上を図ることができたほか、地域における困難事例につ

いては、神奈川県精神保健福祉センターのコンサルテーションにより、専門的

な助言を得ることができ、実際の支援に活かすことができました。 

一方で、企業に対するメンタルヘルスに関する健康教育や救急病院・精神科

医療機関連絡会については、新型コロナウイルス感染症が感染拡大して以降、

実施が困難になることがあったため、実施方法や内容について検討が必要で

す。 
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基本方針４ 生きることの促進要因への支援 

基本施策 主な取組内容 

４－（１） 

自殺未遂者への信頼できる人とのつ

ながりの充実 

自殺未遂者に対して、こころの健康

相談や専門職が一堂に集まる包括相

談会において対応し、必要な支援に繋

げました。 

また、新型コロナウイルス感染症が

感染拡大した時期には、「茅ヶ崎市こ

ころの１１０番（電話相談）」を開設

し、コロナ禍で悩みを抱えた方への相

談対応を行いました。 

４－（２） 

自死遺族を対象とした相談支援体制

の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自死遺族に対して、こころの健康相

談や専門職が一堂に集まる包括相談

会において対応したほか、自死遺族の

集いに関するリーフレットを配架し、

必要時には情報提供を行いました。 

また、新型コロナウイルス感染症が

感染拡大した時期には、「茅ヶ崎市こ

ころの１１０番（電話相談）」を開設

し、コロナ禍で悩みを抱えた方への相

談対応を行いました。 
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基本施策 主な取組内容 

４－（３） 

生活困窮者への支援の充実 

 

 

 

 

 

 

生活困窮者に対して、こころの健康

相談や専門職が一堂に集まる包括相

談会において対応し、必要な支援に繋

げました。 

また、新型コロナウイルス感染症が

感染拡大した時期には、「茅ヶ崎市こ

ころの１１０番（電話相談）」を開設

し、コロナ禍で悩みを抱えた方への相

談対応を行いました。 

４－（４） 

育児、介護疲れ等のある方への支援

の充実 

育児、介護疲れ等のある方に対し

て、こころの健康相談や専門職が一堂

に集まる包括相談会において対応し、

必要な支援に繋げました。 

また、新型コロナウイルス感染症が

感染拡大した時期には、「茅ヶ崎市こ

ころの１１０番（電話相談）」を開設

し、コロナ禍で悩みを抱えた方への相

談対応を行いました。 

【評価】 

様々な悩みを抱えた方が支援に繋がることができるよう、包括相談会や「茅

ヶ崎市こころの１１０番（電話相談）」を開設し、相談の機会を確保してきま

したが、引き続き、悩みを抱えた方が必要な支援につながるよう、関係部局と

の連携強化や取組や手法を工夫する必要があります。 
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基本方針５ 若年層への自分を大切にする取組の推進 

基本施策 主な取組内容 

５－（１） 

学校におけるこころの健康づくり推

進体制の強化 

 

 

市内小中学校に、こころの健康に関

する事業についてリーフレットを配

布したほか、市内の専門学校の学園祭

において、ブースを設置し、メンタル

ヘルスに関する普及啓発を行いまし

た。 

５－（２） 

子ども・若者に関わる相談支援体制

の充実 

 

こころの健康相談において、学校で

悩みを抱えた児童・生徒や保護者につ

いて、スクールソーシャルワーカー等

と連携し対応しました。 

５－（３） 

若年層への普及啓発 

市民まつりやスポーツイベント等

で、ブースを設置し、若年層をターゲ

ットとしてメンタルヘルスに関する

普及啓発を行いました。 

【評価】 

児童・生徒や保護者に対して、相談対応を行う中で、様々な関係機関が連携

して対応し、効果的な支援につながるケースがある一方で、誰にも相談でき

ず、悩みや問題を抱え自死に至るケースもあるため、児童・生徒の自殺予防に

向けた支援体制を構築するとともに、相談窓口等を広く周知していくことが

必要です。 
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重点施策１ 働く世代対策（勤務・経営対策） 

主な取組内容 〇市内の企業に対して、メンタルヘルスに関する健康教育を

実施しました。 

〇求職者への支援として、合同企業説明会において、ブース

を設置しこころの健康相談を行いました。 

〇包括相談会について、商工会議所ニュースに掲載していた

だき、周知を図りました。 

【評価】 関係機関や関係部局と連携し、取組が実施できました

が、働き盛りの男性が自殺のハイリスク層とされる中で、

男性からの相談は少数であることから、相談窓口の周知や

実施方法を工夫する必要です。 

 

重点施策２ シニア世代対策（高齢者対策） 

主な取組内容 〇支援が必要な高齢者を早期に発見し、介入できるよう地域

包括支援センターと連携し、対応しました。 

〇こころの健康チェックや相談窓口を掲載した「こころサポ

ートハンドブック」や自殺対策に関する事業の情報等を地

域包括支援センターへ周知しました。 

【評価】 自殺対策における高齢者支援では、特に孤立、ひきこもり

によるうつ状態を予防していくことが大切であり、引き続

き、地域包括支援センターや様々な機関と連携し、支援が必

要な高齢者を早期に発見し、介入できるよう支援体制を整備

することが必要です。 
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重点施策３ 経済的な問題対策（生活困窮者対策） 

主な取組内容 〇生活保護を担当する関係部局職員にゲートキーパー養成

研修を実施しました。 

〇包括相談会において、生活困窮者にも相談対応できるよ

う相談員を確保しました。 

〇こころの健康チェックや相談窓口を掲載した「こころサ

ポートハンドブック」の中に、生活困窮者への支援を行

う、生活自立相談窓口を掲載し、周知しました。 

【評価】 生活困窮者は失業、疾病、障がい、高齢化、借金及び家族

問題等、様々な問題を抱えているケースが多く、相談機会を

充実させながら取組を進めてきましたが、複合的な問題を抱

えた世帯への支援について、各問題への対策が効果的に実施

できるよう、関係部局との連携をさらに強化することが必要

です。 

 

２ 前計画の課題と取組の方向性について 

（１）前計画の課題と取組の方向性について 

本市の自殺者の特徴や前計画の取組状況から、課題及び取組の方向性を

整理しました。 

 

①関係部局及び関係機関相互の連携強化 

【課題】 

個別事例の対応の中で、経済問題、子育て問題及び家族問題など、複合的

な問題を抱えている世帯への支援については、単独の部署や機関で対応する

ことが困難な事例が多いため、関係部局及び関係機関相互の連携を更に深め

る必要があります。 

【取組の方向性】 

複数の問題を抱えている世帯への支援について、様々な相談窓口が効果的

に連携できる仕組みづくりを推進し、地域における自殺リスクを低下させま

す。 
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②自殺対策に関わる人材育成に繋がる研修や普及啓発活動の実施 

【課題】 

自殺対策においては、自殺に傾く人に気づき、必要な支援へ繋げる人材の

育成や、悩みを抱える人へ、支援に関する制度等の情報を確実に届けること

が大切であるため、普及啓発や研修の実施方法を工夫する必要があります。 

【取組の方向性】 

市民一人一人が自殺に傾く方に気づき、適切な対応ができるよう実施方法

を工夫しながらゲートキーパー養成を一層推進するとともに、様々な媒体を

活用し、自殺に対する正しい知識や支援に関する情報を発信します。 

 

 

 

③様々な対象者に対する効果的な自殺対策の推進 

【課題】 

自殺者の背景には、健康問題、勤務問題、家庭問題など、様々な問題があ

ります。これらに対する効果的な対策を立案し、推進していく必要がありま

す。 

【取組の方向性】 

自殺者の背景にある、健康問題、勤務問題、家庭問題、女性、子ども・若

者が抱える様々な問題等に対し、様々な手法を用いてメンタルヘルス対策の

みならず、幅広く様々な対策を推進します。 

  



 

27 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 いのちを支える自殺対策の取組 

  



第３章 いのちを支える自殺対策の取組 

28 

施 策
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
  

 

（１） 自殺予防週間と自殺対策強化月間の実施 

（２） 児童生徒の自殺対策に資する教育の実施 

（３） 自殺や自殺関連事象等に関する正しい知識の普及 

（４） うつ病等についての普及啓発の推進 誰
も
追
い
込
ま
れ
る
こ
と
の
な
い
共
に
支
え
合
う
茅
ヶ
崎
市
の
実
現 

（１） 大学や専修学校等と連携した自殺対策教育の推進 

（２） 様々な分野への研修及び自殺対策の連携調整を 

担う人材の育成 

（３） 自殺対策従事者、家族、知人、ゲートキーパー等

を含めた支援者への支援 

（１） 職場、地域、学校におけるメンタルヘルス対策の

推進 

（２） 地域における心の健康づくり推進体制の整備 

（３） 学校における心の健康づくり推進体制の整備 

（４） 大規模災害による心への影響に関する普及啓発の

推進 

（１） 精神科医療、保健、福祉等の各施策の連動性の 

向上 

（２） 精神保健医療福祉サービスを担う人材の養成など

精神科医療体制の充実 

（３） かかりつけの医師等の自殺リスク評価及び対応 

技術等に関する資質の向上 

（４） 子どもに対する精神保健医療福祉サービスの提供

体制の整備 

（５） うつ等のスクリーニングの実施 

（６） うつ病以外の精神疾患等によるハイリスク者対策

の推進 

（７） がん患者、慢性疾患患者等に対する支援 
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体 系 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１） 地域における相談体制の充実と支援策、相談

窓口情報等の分かりやすい発信 

（２） 多重債務の相談窓口の整備 

（３） 失業者等に対する相談窓口の充実 

（４） 経営者に対する相談事業の実施 

（５） 法的問題解決のための情報提供の充実 

（６） 薬品等の過量服薬に関する注意喚起等 

（７） ＩＣＴを活用した自殺対策の強化 

（８） インターネット上の自殺関連情報対策の推進 

（９） 介護者への支援の充実 

（１０） ひきこもりの方への支援の充実 

（１１） 児童虐待や性犯罪・性暴力の被害者への支援

の充実 

（１２） 生活困窮者への支援の充実 

（１３） ひとり親家庭に対する相談窓口の充実 

（１４） 性的マイノリティへの支援の充実 

（１５） 相談の多様な手段の確保、アウトリーチの強

化 

（１６） 関係機関等の連携に必要な情報共有の仕組み

の周知 

（１７） 自殺対策に資する居場所づくりの推進 

（１） 救急医と精神科医との連携 

（２） 精神科救急医療体制の充実 

（３） 医療と地域の連携推進による包括的な未遂者

支援の強化 

（４） 居場所づくりとの連動による支援 

（５） 家族等の身近な支援者に対する支援 

（６） 学校、職場等での事後対応の促進 

（１） 遺族の自助グループ等の運営支援 

（２） 学校、職場等での事後対応の促進 

（３） 遺族等の総合的な支援ニーズに対する情報提

供の推進 

（４） 遺族等に対応する公的機関の職員の資質の 

向上 

（５） 遺児等への支援 

（１） 民間団体の人材育成に対する支援 

（２） 地域における連携体制の確立 

（３） 民間団体の取組や相談事業に対する支援 

（１） いじめを苦にした子どもの自殺の予防 

（２） 学生・生徒等への支援の充実 

（３） ＳＯＳの出し方に関する教育等の推進 

（４） 子どもへの支援の充実 

（５） 若者への支援の充実 

（６） 知人等への支援 

（７） 子ども・若者の自殺対策を推進するための 

体制整備 

（１） 長時間労働の是正に向けた普及啓発 

（２） 職場におけるメンタルヘルス対策の推進 

（３） ハラスメント防止対策の普及啓発 

（１） 妊産婦への支援の充実 

（２） コロナ禍で顕在化した悩みを抱える女性への

支援 
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第３章 いのちを支える自殺対策の取組 

第１節 施策体系                        

１ 基本理念 

誰も追い込まれることのない共に支え合う茅ヶ崎市の実現 

前計画における課題や新型コロナウイルス感染症の感染拡大以降、増加傾 

向にある本市の自殺の状況を踏まえ、前計画と同様に「誰も自殺に追い込まれ

ることのない共に支え合う茅ヶ崎市の実現」を掲げ、より総合的に自殺対策を

推進し、基本理念の実現を目指した取組を進めていきます。 

 

２ 基本方針 

自殺総合対策大綱及び、かながわ自殺対策計画における基本方針を踏まえ、

本市においても、国、県と同じ方向性を持ち、自殺対策を推進していくため、

次の６つを基本方針とします。 

 

（１）生きることの包括的な支援として推進する 

個人においても社会においても、自己肯定感や信頼できる人間関係、危

機回避能力等の「生きることの促進要因（自殺に対する保護要因）」より、

失業、多重債務、生活苦、孤立等の「生きることの阻害要因（自殺のリス

ク要因）」が上回ると、自殺リスクが高くなります。そのため、本市では「生

きるための阻害要因」を減らす取組に加え、「生きることの促進要因」を増

やす取組を行い、双方を通じて本市の自殺リスクの低下に繋げられるよう

取組を推進します。 
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（２）関連施策との有機的な連携を強化して総合的に取り組む 

自殺は、健康問題、経済・生活問題、人間関係の問題のほか、地域・職

場のあり方の変化など、様々な要因とその人の性格傾向、家族の状況、死

生観などが複雑に関係しています。このため、心の悩み等の精神保健的な

視点だけではなく、孤立、生活困窮等の社会・経済的な視点を含めた全体

的な支援が必要です。支援の実施に当たっては、様々な分野の支援機関な

どが自殺対策の一翼を担っているという意識を共有し、相互に連携を深め

ていきます。 

 

（３）対応の段階に応じてレベルごとの対策を効果的に連動させる 

自殺対策は、個人の問題解決のための相談支援を行う「対人支援のレベ

ル」、関係機関による実務連携で行う「地域連携のレベル」、法や計画等の

整備や修正を行う「社会制度のレベル」の３つを有機的に連動させ、総合

的に推進します。 

 

（４）実践と啓発を両輪として推進する 

自殺に追い込まれるという危機は「誰にでも起こり得る危機」ですが、

危機に陥った人の心情や背景が理解されにくい現実があります。そのよう

な心情や背景への理解を深めるとともに、危機に陥った場合には誰かに助

けを求めてもいい、ということが社会全体の共通認識となるよう、引き続

き積極的に実践及び普及啓発を行います。 
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（５）国、神奈川県、本市、市民や関係団体との役割を明確化し、その連

携・協働を推進する 

  国 

自殺対策を推進するために必要な基盤の整備や支援、関連する制度や施

策における自殺対策の推進、国自らが全国を対象に実施することが効果的・

効率的な施策や事業の実施等を行うものとします。 

神奈川県 

地域の様々な機関・団体等と連携し、県民一人一人が主体となって、それ

ぞれの立場で「孤立しない地域づくり」に向けた取組を進めるよう意識の醸

成を図り、県全体で自殺対策を推進するものとします。 

本市 

自殺総合対策大綱や本市の実情等を踏まえ、自殺対策計画を策定し、国及

び神奈川県と連携しつつ、市民に身近な行政機関として、市民や関係団体と

の緊密な連携・協働により自殺対策を推進します。 

市民 

自殺対策の重要性に対する理解と関心を深めるとともに、自らの心の不調 

や周りの人の心の不調に気づき、適切に対処することができるよう理解を深

めるよう努めるものとします。 

関係団体 

保健、医療、福祉、教育、労働、法律及びその他の自殺対策に関係する専

門職を有する団体は、本市の自殺対策に協力し、それぞれの特性等に応じ

て積極的に参画するものとします。 

 

（６）自殺者等の名誉及び生活の平穏に配慮する 

本市は、自殺者並びに自殺未遂者及びそれらの者の親族等の名誉や生活

の平穏に十分配慮し、不当に人権を侵害することのないよう自殺対策に取り

組みます。 
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３ 重点施策 

国や神奈川県の自殺対策における施策の方向性及び本市の自殺対策におけ

る課題を踏まえ、重点施策として次の通り位置付け、一人でも多くの命を救

うために、取組を推進します。 

 

  

1 市民一人一人の気付きと見守りを促す 

2 自殺対策に関わる人材の確保、養成及び資質の向上を図る 

3 心の健康を支援する環境の整備と心の健康づくりを推進する 

4 適切な精神保健医療福祉サービスを受けられるようにする 

5 地域における自殺リスクを低下させる 

6 自殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐ 

7 遺された人への支援を充実する 

8 民間団体との連携を強化する 

9 子ども・若者の自殺対策を更に推進する 

10 勤務問題による自殺対策を更に推進する 

11 女性の自殺対策を更に推進する 
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第２節 数値目標                        

国は自殺総合対策大綱に、平成２８年以降１０年間で、自殺死亡率を３０％

以上減少することを数値目標として掲げました。 

これを踏まえ、神奈川県では、平成２８年の自殺死亡率と比較して、令和９

年度（令和 8 年の自殺死亡率で評価）までに３０％以上減らすことを数値目

標としました。 

本市では、国、神奈川県の数値目標を踏まえ、平成 28 年の自殺死亡率 12.8

と比較して、令和１０年度（令和９年の自殺死亡率で評価）までに３０％以上

の減少となる９.０以下を目指します。 

 

平成２８年の自殺死亡率 

 

１２．８ 

 

                                                   
1 厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」による自殺死亡率の把握できる数値は、 

令和１０年度末では令和９年数値となる。 

令和１０年度 

令和９年の自殺死亡率で評価1 

９.０以下 
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第３節 施策展開                        

重点施策１ 市民一人一人の気付きと見守りを促す 

自殺に追い込まれるという危機は「誰にでも起こり得る危機」ですが、危機に

陥った人の心情や背景が理解されにくい現実があります。そのような心情や背

景への理解の促進ができるよう、自殺対策における普及啓発活動を行います。 

 

（１）自殺予防週間と自殺対策強化月間の実施 

事業名 内容 担当部署 

自殺対策推進

事業（普及啓

発） 

 市ホームページや各種イベントを活用

し自殺に関する正しい知識の普及を推

進します。 

 様々な相談窓口の周知・普及に取り組

みます。 

保健予防課 

 

（２）児童生徒の自殺対策に資する教育の実施 

事業名 内容 担当部署 

ＳＯＳの出し

方に関する教

育 

 ＳＯＳの出し方に関する定期的な教育

を各学校に促し、ＳＯＳを出しやすい

環境づくりを促進します。 

学校教育指導課 

 

（３）自殺や自殺関連事象等に関する正しい知識の普及 

事業名 内容 担当部署 

自殺対策推進

事業（普及啓

発）（再掲） 

 市ホームページや各種イベントを活用

し自殺に関する正しい知識の普及を推

進します。 

 様々な相談窓口の周知・普及に取り組

みます。 

保健予防課 

自殺対策推進

事業（人材育

成） 

 様々な対象者に対してゲートキーパー

養成研修を行います。 

 ＳＮＳ等の様々な媒体を活用し、自殺

に対する正しい知識の普及を通じて人

材育成を行います。 

保健予防課 
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（４）うつ病等についての普及啓発の推進 

事業名 内容 担当部署 

精神障害にも

対応した地域

包括ケアシス

テム構築推進

事業（普及啓

発） 

 精神障がいや精神疾患に関する普及啓

発活動を行うほか、企業等へのメンタ

ルヘルスに関する健康教育を実施しま

す。 

保健予防課 
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重点施策２ 自殺対策に関わる人材の確保、養成及び資質の向上を図る 

 市民や様々な分野において支援に関わっている市内の専門家や支援者等に対

してゲートキーパー養成研修を実施し、自殺対策に関わる人材を確保します。 

また、養成したゲートキーパーへフォローアップ研修を実施することで資質

の向上を図ります。 

 

（１）大学や専修学校等と連携した自殺対策教育の推進 

事業名 内容 担当部署 

自殺対策推進

事業（人材育

成）（再掲） 

 様々な対象者に対してゲートキーパー

養成研修を行います。 

 ＳＮＳ等の様々な媒体を活用し、自殺

に対する正しい知識の普及を通じて人

材育成を行います。 

保健予防課 

 

（２）様々な分野への研修及び自殺対策の連携調整を担う人材の育成 

事業名 内容 担当部署 

自殺対策推進

事業（人材育

成）（再掲） 

 様々な対象者に対してゲートキーパー

養成研修を行います。 

 ＳＮＳ等の様々な媒体を活用し、自殺

に対する正しい知識の普及を通じて人

材育成を行います。 

保健予防課 

 

（３）自殺対策従事者、家族、知人、ゲートキーパー等を含めた支援者への支援 

事業名 内容 担当部署 

精神障がい者

等相談・訪問

指導事業 

 悩みを抱える方やその方を支援する

方々への相談・助言等を実施します。 

 うつ病等の治療が必要な方を適切な精

神科医療につなげるようにします。 

保健予防課 
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重点施策３ 心の健康を支援する環境の整備と心の健康づくりを推進する 

 自殺の原因となり得る様々なストレスに適切に対応できるよう、環境整備を

進めるとともに、心の健康の保持・増進のための体制整備を進めます。 

 

（１）職場、地域、学校におけるメンタルヘルス対策の推進 

事業名 内容 担当部署 

地域・職域連

携推進協議会 

 地域保健と職域保健と職域保健を担う

組織の有機的連携により、青年期・壮

年期の勤労者の健康を向上させ、住民

の生涯を通じた継続的な健康管理を支

援します。 

地域保健課 

精神障害にも

対応した地域

包括ケアシス

テム構築推進

事業（普及啓

発）（再掲） 

 精神障がいや精神疾患に関する普及啓

発活動を行うほか、企業等へのメンタ

ルヘルスに関する健康教育を実施しま

す。 

保健予防課 

 

（２）地域における心の健康づくり推進体制の整備 

事業名 内容 担当部署 

精神障がい者

等相談・訪問

指導事業（再

掲） 

 悩みを抱える方やその方を支援する

方々への相談・助言等を実施します。 

 うつ病等の治療が必要な方を適切な精

神科医療につなげるようにします。 

保健予防課 

自殺対策推進

事業（体制整

備） 

 相談会や会議等の事業を通じて関係部

局や関係機関との連携を深め、総合的

な自殺対策を推進します。 

 市内で居場所作りに取り組む団体等に

対し、必要に応じて、助言等の支援を

します。 

保健予防課 

健康増進事業 

 保健師や管理栄養士等が、電話や窓口

にて食生活、運動のほか、個人の健康

に関する相談に対応します。 

健康増進課 
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（３）学校における心の健康づくり推進体制の整備 

事業名 内容 担当部署 

児童・生徒指

導事業 

 毎月、各学校から報告される、いじ

め・問題行動、長期欠席等に関する調

査等により各学校の実態や課題を把握

し、これらの防止や支援等の取組に努

めます。 

 児童・生徒指導担当教員研究会を開催

し、各学校の事案に対する具体的な対

応方法などについて、研究協議を行い

ます。 

 講演会等を通して、児童・生徒指導担

当教員の資質向上を図ります。 

 学校における様々な教育課題が多様

化・深刻化する中、問題を抱える児

童・生徒が置かれた環境への働きかけ

や関係機関とのネットワークの構築の

観点から、相談・支援のためのスクー

ルソーシャルワーカーを派遣します。 

 各学校と青少年教育相談室、家庭児童

相談室、中央児童相談所、警察等の関

係機関との連携を推進するとともに、

学校だけでは対応が困難な事案や、い

じめ重大事態に係る事案等について、

弁護士有資格職員等を活用して問題解

決を図ります。 

学校教育指導課 

心の教育相談

事業 

 各学校に配置している「心の教育相談

員」が、児童・生徒の悩みやストレス

に早い段階から関われるよう、いつで

も気軽に話せる環境を整えていきま

す。 

 スクールカウンセラーを含めた教職員

との連携を図り、組織的な相談・支援

に取り組みます。 

教育センター 
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事業名 内容 担当部署 

スクールカウ

ンセラー配置

活用事業 

 学校における教育相談体制の充実と、

児童・生徒の心のケアを図るために、

神奈川県教育委員会から派遣されるス

クールカウンセラーを各学校に配置し

ます。 

 心の教育相談員を含めた学校の教職員

と連携を図り、組織的な相談・支援に

取り組むとともに、相談者のニーズに

応じて、専門的な立場から、児童・生

徒及び保護者からの相談に対応しま

す。 

教育センター 

 

（４）大規模災害による心への影響に関する普及啓発の推進 

事業名 内容 担当部署 

精神障がい者

等相談・訪問

指導事業（再

掲） 

 悩みを抱える方やその方を支援する

方々への相談・助言等を実施します。 

 うつ病等の治療が必要な方を適切な精

神科医療につなげるようにします。 

保健予防課 
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重点施策４ 適切な精神保健医療福祉サービスを受けられるようにする 

 自殺の危険性が高い人を早期発見し、これらの人々が適切な精神科医療を受

けられるようにします。 

また、自殺の背景にある問題に対して包括的に対応するため、保健所政令市で

ある強みを活かして、精神科医療、保健、福祉等の各施策との連動性を高めます。 

 

（１）精神科医療、保健、福祉等の各施策の連動性の向上 

事業名 内容 担当部署 

自立支援協議

会 

 本市及び関係機関等が障がいのある方

への支援の体制に関する地域の課題に

ついて情報共有し、関係機関等の連携

の緊密化を図ることを目的として、地

域の課題の抽出や課題解決に向けた協

議を行います。 

障がい福祉課 

精神障害にも

対応した地域

包括ケアシス

テム構築推進

事業（体制整

備） 

 地域特性に応じた精神保健福祉対策を

推進するために、地域の精神保健福祉

関係機関・団体等による茅ヶ崎市保健

所地域精神保健福祉連絡協議会を設置

し、意見交換、課題検討を行うことで

精神科医療、保健、福祉等の各施策の

向上を図ります。 

 関係機関の開催する会議や事例検討会

に参加するほか、必要に応じてコンサ

ルテーションを開催します。 

保健予防課 

自殺対策推進

事業（体制整

備）（再掲） 

 相談会や会議等の事業を通じて関係部

局や関係機関との連携を深め、総合的

な自殺対策を推進します。 

 市内で居場所作りに取り組む団体等に

対し、必要に応じて、助言等の支援を

します。 

保健予防課 
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（２）精神保健医療福祉サービスを担う人材の養成など精神科医療体制の充実 

事業名 内容 担当部署 

精神障害にも

対応した地域

包括ケアシス

テム構築推進

事業（体制整

備）（再掲） 

 地域特性に応じた精神保健福祉対策を

推進するために、地域の精神保健福祉

関係機関・団体等による茅ヶ崎市保健

所地域精神保健福祉連絡協議会を設置

し、意見交換、課題検討を行うことで

精神科医療、保健、福祉等の各施策の

向上を図ります。 

 関係機関の開催する会議や事例検討会

に参加するほか、必要に応じてコンサ

ルテーションを開催します。 

保健予防課 

 

（３）かかりつけ医師等の自殺リスクの評価及び対応技術等に関する資質の向上 

事業名 内容 担当部署 

医師臨床研修

事業 

 市保健所管内の臨床研修病院に勤務す

る医師（研修医）を対象とし、臨床研

修のうちの地域保健研修を、研修協力

施設として保健所で受け入れ、研修を

行います。 

保健企画課 

救急隊員育成

事業 

 救急救命士が高度化する救急救命処置

に対応することを目的に、最新の救急

医療を学び、質の高い救急業務を維持

するため、市民ニーズの把握、各種研

修及び病院実習を計画的に実施しま

す。 

 救急隊員の指導的な立場となる指導救

命士を養成し、署内教育を充実させ、

救急隊員の知識、技術の維持・向上を

図ります。 

警防救命課 

自殺対策推進

事業（人材育

成）（再掲） 

 様々な対象者に対してゲートキーパー

養成研修を行います。 

 ＳＮＳ等の様々な媒体を活用し、自殺

に対する正しい知識の普及を通じて人

材育成を行います。 

保健予防課 
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（４）子どもに対する精神保健医療福祉サービスの提供体制の整備 

事業名 内容 担当部署 

療育相談事業 

 こどもセンターを拠点に発達に気がか

りのある子どもに対して、個別相談や

巡回相談、親子教室、専門相談等を行

うことで、親子が適切な支援が受けら

れるよう、相談支援等を実施します。 

こども育成相談課 

相談支援体制

の機能強化 

 障がいのある方やその家族等が地域で

安心した生活を送れるよう、基幹相談

支援センターを中心に委託相談支援事

業所（委託相談）及び指定特定・指定

障害児相談支援事業所（計画相談）の

役割を整理し、より分かりやすく相談

しやすい環境を整備します。 

 相談支援事業所の相談員及び障害福祉

サービス等事業所の従事者等を対象

に、障がい特性や支援方法についての

理解を深める研修を実施するなど、支

援者支援及び相談支援強化を図りま

す。 

障がい福祉課 

 

（５）うつ等のスクリーニングの実施 

事業名 内容 担当部署 

精神障がい者

等相談・訪問

指導事業（再

掲） 

 悩みを抱える方やその方を支援する

方々への相談・助言等を実施します。 

 うつ病等の治療が必要な方を適切な精

神科医療につなげるようにします。 

保健予防課 

一般介護予防

事業 

 介護予防に関する知識の普及啓発や健

康の維持、介護予防等に自主的に取り

組めるよう、介護予防講演会、体操の

ＣＤやＤＶＤの貸出、転倒予防教室、

歌体操教室、フレイルチェック事業等

を実施します。 

高齢福祉課 
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事業名 内容 担当部署 

妊産婦健康診

査事業 

 妊産婦の健康管理の推進を図るととも

に、早期に母体の異常の有無を発見

し、適切な治療や必要な保健指導につ

なげます。 

 産婦健康診査では、エジンバラ産後う

つ病スケールを活用し、産後うつ病の

早期発見を図ります。 

こども育成相談課 

母子訪問指導

事業 

 提出された出生連絡票に基づき、新生

児訪問、こんにちは赤ちゃん訪問、未

熟児訪問に振り分け、保健師、助産

師、主任児童委員、栄養士等が訪問

し、対象者の抱えている課題を把握し

支援するとともに、居住している地域

の子育て支援情報を提供します。 

 すべての対象者に連絡、訪問すること

で、相談に出向いてくることができな

い対象者を早期に把握し、継続した支

援が必要な対象者には、関係機関等と

連携しながら定期的な訪問や電話フォ

ロー等を実施します。 

こども育成相談課 
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（６）うつ病以外の精神疾患等によるハイリスク者対策の推進 

事業名 内容 担当部署 

多重債務相談

事業 

 深刻な社会問題になっている多重債務

問題について、職員や消費生活相談員

が相談者の債務状況を聞き取り、生活

再建に向けた債務整理の考え方を助言

します。 

 必要に応じて法律相談や家計あんしん

相談を案内します。 

市民相談課 

生活困窮者自

立相談支援事

業 

 生活困窮者からの相談を受け、課題を

把握し、個々の状況に応じた支援プラ

ンを策定します。 

 生活困窮者支援調整会議を開催し、支

援プランに基づき、計画的かつ継続的

に支援します。 

地域福祉課 

依存症等対策

事業 

 依存症（アルコール、薬物、ギャンブ

ル等）に関する相談や普及啓発講演会

を実施します。 

保健予防課 

 

（７）がん患者、慢性疾患患者等に対する支援 

事業名 内容 担当部署 

医事等に関す

る事務 

 医療に関する患者・住民の苦情、心配

や相談に対応し、病院、診療所、助産

所、その他の医療を提供する施設に対

する助言及び情報提供、患者・住民に

対する助言、情報提供、並びに地域に

おける意識啓発を図り医療安全を推進

することによって、住民の医療に対す

る信頼を確保するため、医療安全相談

窓口を設置運営します。 

地域保健課 

精神障がい者

等相談・訪問

指導事業（再

掲） 

 悩みを抱える方やその方を支援する

方々への相談・助言等を実施します。 

 うつ病等の治療が必要な方を適切な精

神科医療につなげるようにします。 

保健予防課 
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事業名 内容 担当部署 

難病患者支援

対策推進事業 

 難病患者及びその家族を対象に、療養

上の不安の軽減を図り、保健や医療及

び福祉に関する相談指導及び助言等を

行うため、難病相談会、難病講演会、

難病リハビリ教室、難病患者と家族の

つどいを開催します。 

 訪問相談員の確保と質の向０１０３上

を図るため、在宅難病患者保健福祉従

事者研修会を開催し、訪問看護師等の

育成を行います。 

保健予防課 

難 病 患 者 相

談・支援事業 

 難病患者及びその家族等からの療養生

活上の困りごとや不安等に対し訪問や

相談対応し、不安の軽減を図ります。 

 難病患者が利用できる制度の紹介や障

がい・介護福祉サービスの導入につい

て、関係機関と連携して支援を行いま

す。 

保健予防課 

各種医療相談

の実施 

 医療機関、福祉施設、行政と連携し、

患者の転院、在宅療養、医療相談等に

迅速に対応します。 

患者支援センター 

がん相談支援

センター事業 

 「がん相談支援センター」を設置し、

がんについての様々な不安や悩みなど

についての相談対応を行います。 

患者支援センター 
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重点施策５ 地域における自殺リスクを低下させる 

 様々な分野において「生きることの阻害要因」を減らし、併せて「生きること

の促進要因」を増やす取組を推進するため、各相談窓口が効果的に連携できる仕

組みづくりを推進するなど、地域における自殺リスクの低下を目指します。 

 

（１）地域における相談体制の充実と支援策、相談窓口情報等のわかりやすい発信 

事業名 内容 担当部署 

重層的支援体

制整備事業 

 ケースワーカーや相談支援包括化推進

員、重層的支援体制推進事業業務委託

を受ける茅ヶ崎市社会福祉協議会が地

域共生社会の推進を目指し、制度のは

ざまの課題や複数の分野にまたがる複

合課題を抱えた世帯への個別支援を行

うとともに、地域住民や地域福祉団

体、専門機関等の連携による一体的な

相談支援体制の構築に取り組みます。 

地域福祉課 

相談支援体制

の 機 能 強 化

（再掲） 

 障がいのある方やその家族等が地域で

安心した生活を送れるよう、基幹相談

支援センターを中心に委託相談支援事

業所（委託相談）及び指定特定・指定

障害児相談支援事業所（計画相談）の

役割を整理し、より分かりやすく相談

しやすい環境を整備します。 

 相談支援事業所の相談員及び障害福祉

サービス等事業所の従事者等を対象

に、障がい特性や支援方法についての

理解を深める研修を実施するなど、支

援者支援及び相談支援強化を図りま

す。 

障がい福祉課 

精神障害にも

対応した地域

包括ケアシス

テム構築推進

事業（普及啓

発）（再掲） 

 精神障がいや精神疾患に関する普及啓

発活動を行うほか、企業等へのメンタ

ルヘルスに関する健康教育を実施しま

す。 

保健予防課 
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事業名 内容 担当部署 

精神障がい者

等相談・訪問

指導事業（再

掲） 

 悩みを抱える方やその方を支援する

方々への相談・助言等を実施します。 

 うつ病等の治療が必要な方を適切な精

神科医療につなげるようにします。 

保健予防課 

 

（２）多重債務の相談窓口の整備 

事業名 内容 担当部署 

多重債務相談

事業（再掲） 

 深刻な社会問題になっている多重債務

問題について、職員や消費生活相談員

が相談者の債務状況を聞き取り、生活

再建に向けた債務整理の考え方を助言

します。 

 必要に応じて法律相談や家計あんしん

相談を案内します。 

市民相談課 

 

（３）失業者等に対する相談窓口の充実 

事業名 内容 担当部署 

勤労市民会館

の管理運営 

 勤労市民会館でキャリアカウンセラー

による就労や労働に関する相談事業を

実施します。 

産業観光課 

街頭労働相談

事業 

 「解雇・雇止め・退職」「賃金」「職

場の人間関係」「パワハラ・セクハ

ラ」などの労働問題でお悩みの方、年

金についてご相談したい方に社会保険

労務士、県職員が相談対応します。 

産業観光課 

生活困窮者自

立相談支援事

業（再掲） 

 生活困窮者からの相談を受け、課題を

把握し、個々の状況に応じた支援プラ

ンを策定します。 

 生活困窮者支援調整会議を開催し、支

援プランに基づき、計画的かつ継続的

に支援します。 

地域福祉課 
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事業名 内容 担当部署 

生活保護受給

者就労支援事

業 

 生活保護制度における自立助長のた

め、稼働能力を有する被保護者に対

し、生活保護担当ケースワーカーと生

活保護就労支援員が専門的知識による

協力のもと、支援対象者への就労指導

を機能的かつ円滑に進め、きめ細やか

な助言・指導等、就労支援の充実を図

ることにより、支援対象者の経済的自

立を促します。 

生活支援課 

障がい者就労

支援事業 

 湘南地域就労援助センターと連携し、

就労を希望する障がい者や障がい者雇

用を希望する企業に対し相談等の支援

を行います。 

 湘南地域就労援助センター及び藤沢公

共職業安定所の協力により、「障がい

者職業相談」を実施します。 

 市役所カフェドットコムにおいて、就

労訓練の場を提供する「就労体験事

業」の実施や障がい福祉課において

「障がい者職場体験事業」を実施しま

す。 

 職員課との共催により市職員を対象に

研修会を開催し、障がい者雇用につい

ての理解啓発を行います。 

障がい福祉課 
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（４）経営者に対する相談事業の実施 

事業名 内容 担当部署 

中 小 企 業 経

営・融資支援

事業 

 中小企業の経営基盤の確立と経営の近

代化を促進し、中小企業の健全な発展

を図るため、市内指定金融機関に対

し、預託金を支給し、制度融資を行い

ます。 

 市内事業者に対しては、融資にかかる

信用保証料や利子の補助を行います。 

産業観光課 

中小企業経営

等相談事業 

 神奈川県よろず支援拠点の出張相談の

実施や市内事業者の経営診断・相談を

実施します。 

産業観光課 

 

（５）法的問題解決のための情報提供の充実 

事業名 内容 担当部署 

市民相談事業 

 日常生活上の様々な困りごとや悩みご

とについて、市民が気軽に相談がで

き、安心して生活を送ることができる

よう、各種相談窓口を開設します。 

 市職員や市民相談員、市民安全相談員

が話を伺い、必要に応じて弁護士等の

専門相談や関係機関を案内します。 

市民相談課 
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（６）薬品等の過量服薬に関する注意喚起等 

事業名 内容 担当部署 

依存症等対策

事業（再掲） 

 依存症（アルコール、薬物、ギャンブ

ル等）に関する相談や普及啓発講演会

を実施します。 

保健予防課 

医薬品等監視

指導事業 

 医薬品や毒劇物を取り扱う薬局等の営

業施設について、法令に基づく許認可

を適正に行うとともに、定期的な監視

指導を行い、適正な販売、保管、管理

等の向上を促します。 

 覚醒剤を始めとする薬物の乱用により

精神と身体の両面に深刻な影響を及ぼ

すことから、薬物乱用防止に関する啓

発に取り組みます。 

衛生課 

 

（７）ＩＣＴを活用した自殺対策の強化 

事業名 内容 担当部署 

自殺対策推進

事業（普及啓

発）（再掲） 

 市ホームページや各種イベントを活用

し自殺に関する正しい知識の普及を推

進します。 

 様々な相談窓口の周知・普及に取り組

みます。 

保健予防課 

自殺対策推進

事業（人材育

成）（再掲） 

 様々な対象者に対してゲートキーパー

養成研修を行います。 

 ＳＮＳ等の様々な媒体を活用し、自殺

に対する正しい知識の普及を通じて人

材育成を行います。 

保健予防課 
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（８）インターネット上の自殺関連情報対策の推進 

事業名 内容 担当部署 

自殺対策推進

事業（普及啓

発）（再掲） 

 市ホームページや各種イベントを活用

し自殺に関する正しい知識の普及を推

進します。 

 様々な相談窓口の周知・普及に取り組

みます。 

保健予防課 

自殺対策推進

事業（人材育

成）（再掲） 

 様々な対象者に対してゲートキーパー

養成研修を行います。 

 ＳＮＳ等の様々な媒体を活用し、自殺

に対する正しい知識の普及を通じて人

材育成を行います。 

保健予防課 
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（９）介護者への支援の充実 

事業名 内容 担当部署 

家族介護支援

事業 

 介護をしている方の交流の場を提供

し、介護している方の健康を維持でき

るよう支援するため、市直営及び市内

１３カ所の地域包括支援センターへ委

託で実施します。 

高齢福祉課 

認知症施策推

進事業 

 認知症施策推進事業は、認知症の人や

家族が気軽に相談できる体制を構築す

るとともに、地域における認知症の理

解の促進を図ることにより、地域の実

情に応じた効果的な支援を行います。 

〇認知症施策検討会議 

  認知症の方を支援している専門職によ

る会議を開催し、本市の認知症施策につ

いて検討します。 

〇認知症初期集中支援チーム員会議 

  認知症サポート医、精神科医、弁護士、

地域包括支援センター等が集う会議を

行い、認知症の早期受診・早期サービス

の導入を図り、認知症の方や家族へ支援

します。 

〇認知症施策推進事業（委託） 

  地域包括支援センターの機能強化に伴

い、１３地域包括支援センターに認知症

地域支援推進員を兼務で配置し、市と連

携協力して認知症施策の推進を図りま

す。 

高齢福祉課 

ＳＯＳネット

ワーク事業 

 認知症高齢者の見守り体制を目的と

し、認知症等のために行方不明となっ

た高齢者を早期発見・早期保護するた

め、関係機関等への連絡や市民への捜

索依頼（防災行政用無線の活用）を行

います。 

高齢福祉課 
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事業名 内容 担当部署 

認知症高齢者

早期発見位置

お知らせサー

ビス事業 

（ＧＰＳ装置

の貸与） 

 高齢者が行方不明になった時、早期に

発見できるようにＧＰＳ装置を貸与し

ます。 

高齢福祉課 

高齢者等の福

祉の相談等に

関 す る 事 務

（福祉事務所

業務） 

 支援が必要な高齢者及び家族等に対

し、地域包括支援センター等の関係機

関とも連携し必要な実情の把握に努め

ます。 

 必要な情報提供を行い、相談に応じ、

必要な調査及び指導等の業務を行いま

す。 

高齢福祉課 

重層的支援体

制 整 備 事 業

（地域包括支

援センター運

営に関する事

務） 

 市内１３ヶ所の地域包括支援センター

は、地域の身近な窓口として、主任介

護支援専門員、保健師、社会福祉士等

を配置し、地域住民の心身の健康の保

持及び生活の安定のために必要な援助

等の包括的支援事業等を行います。 

 基幹型包括支援センターは、地域包括

支援センターの後方支援を行います。 

高齢福祉課 

若年性認知症

相談・指導事

業 

 若年性認知症の人、家族、当事者に関

わる支援者等からの相談に対し、当事

者の課題に応じた助言・指導を行いま

す。 

 若年性認知症支援コーディネーターや

地域支援者、関係機関と連携し、制度

利用・介護サービス等の導入や、就労

継続・社会参加等について支援しま

す。 

保健予防課 
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事業名 内容 担当部署 

認知症地域支

援・人材育成

に関する事務 

 若年性認知症の当事者が、本人らしく

生活するために、地域における理解と

協力を得るための普及啓発を行いま

す。 

 地域の支援者を育成するため、研修等

を行います。 

保健予防課 

 

（１０）ひきこもりの方への支援の充実 

事業名 内容 担当部署 

重層的支援体

制 整 備 事 業

（再掲） 

 ケースワーカーや相談支援包括化推進

員、重層的支援体制推進事業業務委託

を受ける茅ヶ崎市社会福祉協議会が地

域共生社会の推進を目指し、制度のは

ざまの課題や複数の分野にまたがる複

合課題を抱えた世帯への個別支援を行

うとともに、地域住民や地域福祉団

体、専門機関等の連携による一体的な

相談支援体制の構築に取り組みます。 

地域福祉課 

精神障がい者

等相談・訪問

指導事業（再

掲） 

 悩みを抱える方やその方を支援する

方々への相談・助言等を実施します。 

 うつ病等の治療が必要な方を適切な精

神科医療につなげるようにします。 

保健予防課 
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（１１）児童虐待や性犯罪・性暴力の被害者への支援の充実 

事業名 内容 担当部署 

犯罪被害者等

支援事業 

 犯罪被害者等が受けた被害の軽減及び

回復を図るため、被害者支援自助グル

ープ「ピア・神奈川」による相談窓口

を開設します。 

 一定の条件を満たした場合に見舞金の

支給や住居確保の支援、日常生活の支

援を行います。 

市民相談課 

女性のための

相談事業 

 夫婦、家族などの人間関係での悩み

や、困りごとを抱えている女性のた

め、「女性のための相談室」を運営す

るとともに、庁内関係各課や関係機関

と情報共有を行い、連携した支援を行

います。 

 中学生に向けたデートＤＶ予防講座や

啓発リーフレットの配付など、若年層

に向けた暴力根絶のための意識啓発を

進めます。 

多様性社会推進課 

家庭児童相談

事業 

 子育てに不安や悩みを抱える家庭、児

童虐待が発生している家庭に対して、

関係機関と連携し、相談等の支援を実

施します。 

 保護者の育児負担の軽減、親子関係の

改善等のための講座を開催します。 

こども育成相談課 
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（１２）生活困窮者への支援の充実 

事業名 内容 担当部署 

生活困窮者自

立相談支援事

業（再掲） 

 生活困窮者からの相談を受け、課題を

把握し、個々の状況に応じた支援プラ

ンを策定します。 

 生活困窮者支援調整会議を開催し、支

援プランに基づき、計画的かつ継続的

に支援します。 

地域福祉課 

精神障がい者

等相談・訪問

指導事業（再

掲） 

 悩みを抱える方やその方を支援する

方々への相談・助言等を実施します。 

 うつ病等の治療が必要な方を適切な精

神科医療につなげるようにします。 

保健予防課 

 

（１３）ひとり親家庭に対する相談窓口の充実 

事業名 内容 担当部署 

生活困窮者自

立相談支援事

業（再掲） 

 生活困窮者からの相談を受け、課題を

把握し、個々の状況に応じた支援プラ

ンを策定します。 

 生活困窮者支援調整会議を開催し、支

援プランに基づき、計画的かつ継続的

に支援します。 

地域福祉課 

精神障がい者

等相談・訪問

指導事業（再

掲） 

 悩みを抱える方やその方を支援する

方々への相談・助言等を実施します。 

 うつ病等の治療が必要な方を適切な精

神科医療につなげるようにします。 

保健予防課 
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（１４）性的マイノリティへの支援の充実 

事業名 内容 担当部署 

人権啓発事業 

 パートナーシップ宣誓制度の運用を行

いつつ、人権啓発を推進するため、人

権啓発講演会を開催し、市民及び職員

の人権に対する意識の向上を図りま

す。 

 県内の人権団体が開催する人権に関す

る研修・講演会に職員を派遣し、庁内

での職員研修を行うなど、職員の人権

意識の向上に努めます。 

多様性社会推進課 

精神障がい者

等相談・訪問

指導事業（再

掲） 

 悩みを抱える方やその方を支援する

方々への相談・助言等を実施します。 

 うつ病等の治療が必要な方を適切な精

神科医療につなげるようにします。 

保健予防課 

 

（１５）相談の多様な手段の確保、アウトリーチの強化 

事業名 内容 担当部署 

自殺対策推進

事業（普及啓

発）（再掲） 

 市ホームページや各種イベントを活用

し自殺に関する正しい知識の普及を推

進します。 

 様々な相談窓口の周知・普及に取り組

みます。 

保健予防課 

精神障がい者

等相談・訪問

指導事業（再

掲） 

 悩みを抱える方やその方を支援する

方々への相談・助言等を実施します。 

 うつ病等の治療が必要な方を適切な精

神科医療につなげるようにします。 

保健予防課 
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（１６）関係機関等の連携に必要な情報共有の仕組みの周知 

事業名 内容 担当部署 

重層的支援体

制 整 備 事 業

（再掲） 

 ケースワーカーや相談支援包括化推進

員、重層的支援体制推進事業業務委託

を受ける茅ヶ崎市社会福祉協議会が地

域共生社会の推進を目指し、制度のは

ざまの課題や複数の分野にまたがる複

合課題を抱えた世帯への個別支援を行

うとともに、地域住民や地域福祉団

体、専門機関等の連携による一体的な

相談支援体制の構築に取り組みます。 

地域福祉課 

生活困窮者自

立相談支援事

業（再掲） 

 生活困窮者からの相談を受け、課題を

把握し、個々の状況に応じた支援プラ

ンを策定します。 

 生活困窮者支援調整会議を開催し、支

援プランに基づき、計画的かつ継続的

に支援します。 

地域福祉課 

 

（１７）自殺対策に資する居場所づくりの推進 

事業名 内容 担当部署 

自殺対策推進

事業（体制整

備）（再掲） 

 相談会や会議等の事業を通じて関係部

局や関係機関との連携を深め、総合的

な自殺対策を推進します。 

 市内で居場所作りに取り組む団体等に

対し、必要に応じて、助言等の支援を

します。 

保健予防課 
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重点施策６ 自殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐ 

 自殺未遂者、自殺未遂者を支える家族や支援者等への支援をします。 

 

（１）救急医と精神科医.との連携 

事業名 内容 担当部署 

救急病院精神

科医療機関連

絡会 

 救急病院精神科医療機関連絡会におい

て、自殺未遂者の支援について協議、

検討を行い、救急病院と精神科病院の

連携を強化します。 

保健予防課 

 

（２）精神科救急医療体制の充実 

事業名 内容 担当部署 

精神障害にも

対応した地域

包括ケアシス

テム構築推進

事業（体制整

備）（再掲） 

 地域特性に応じた精神保健福祉対策を

推進するために、地域の精神保健福祉

関係機関・団体等による茅ヶ崎市保健

所地域精神保健福祉連絡協議会を設置

し、意見交換、課題検討を行うことで

精神科医療、保健、福祉等の各施策の

向上を図ります。 

 関係機関の開催する会議や事例検討会

に参加するほか、必要に応じてコンサ

ルテーションを開催します。 

保健予防課 

 

（３）医療と地域の連携推進による包括的な未遂者支援の強化 

事業名 内容 担当部署 

救急病院精神

科医療機関連

絡会（再掲） 

 救急病院精神科医療機関連絡会におい

て、自殺未遂者の支援について協議、

検討を行い、救急病院と精神科病院の

連携を強化します。 

保健予防課 
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（４）居場所づくりとの連動による支援 

事業名 内容 担当部署 

自殺対策推進

事業（体制整

備）（再掲） 

 相談会や会議等の事業を通じて関係部

局や関係機関との連携を深め、総合的

な自殺対策を推進します。 

 市内で居場所作りに取り組む団体等に

対し、必要に応じて、助言等の支援を

します。 

保健予防課 

 

（５）家族等の身近な支援者に対する支援 

事業名 内容 担当部署 

精神障がい者

等相談・訪問

指導事業（再

掲） 

 悩みを抱える方やその方を支援する

方々への相談・助言等を実施します。 

 うつ病等の治療が必要な方を適切な精

神科医療につなげるようにします。 

保健予防課 

自殺対策推進

事業（普及啓

発）（再掲） 

 市ホームページや各種イベントを活用

し自殺に関する正しい知識の普及を推

進します。 

 様々な相談窓口の周知・普及に取り組

みます。 

保健予防課 

 

（６）学校、職場等での事後対応の促進 

事業名 内容 担当部署 

精神障がい者

等相談・訪問

指導事業（再

掲） 

 悩みを抱える方やその方を支援する

方々への相談・助言等を実施します。 

 うつ病等の治療が必要な方を適切な精

神科医療につなげるようにします。 

保健予防課 
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重点施策７ 遺された人への支援を充実する 

 自死遺族に対する支援を行うために、必要な支援情報を得ることができるよ

う情報提供を行うほか、支援体制について検討します。 

 

（１）遺族の自助グループ等の運営支援 

事業名 内容 担当部署 

自殺対策推進

事業（体制整

備）（再掲） 

 相談会や会議等の事業を通じて関係部

局や関係機関との連携を深め、総合的

な自殺対策を推進します。 

 市内で居場所作りに取り組む団体等に

対し、必要に応じて、助言等の支援を

します。 

保健予防課 

 

（２）学校、職場等での事後対応の促進 

事業名 内容 担当部署 

自殺対策推進

事業（普及啓

発）（再掲） 

 市ホームページや各種イベントを活用

し自殺に関する正しい知識の普及を推

進します。 

 様々な相談窓口の周知・普及に取り組

みます。 

保健予防課 

 

（３）遺族等の総合的な支援ニーズに対する情報提供の推進 

事業名 内容 担当部署 

自殺対策推進

事業（普及啓

発）（再掲） 

 市ホームページや各種イベントを活用

し自殺に関する正しい知識の普及を推

進します。 

 様々な相談窓口の周知・普及に取り組

みます。 

保健予防課 
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（４）遺族等に対応する公的機関の職員の資質の向上 

事業名 内容 担当部署 

自殺対策推進

事業（人材育

成）（再掲） 

 様々な対象者に対してゲートキーパー

養成研修を行います。 

 ＳＮＳ等の様々な媒体を活用し、自殺

に対する正しい知識の普及を通じて人

材育成を行います。 

保健予防課 

 

（５）遺児等への支援 

事業名 内容 担当部署 

家庭児童相談

事業（再掲） 

 子育てに不安や悩みを抱える家庭、児

童虐待が発生している家庭に対して、

関係機関と連携し、相談等の支援を実

施します。 

 保護者の育児負担の軽減、親子関係の

改善等のための講座を開催します。 

こども育成相談課 

自殺対策推進

事業（人材育

成）（再掲） 

 様々な対象者に対してゲートキーパー

養成研修を行います。 

 ＳＮＳ等の様々な媒体を活用し、自殺

に対する正しい知識の普及を通じて人

材育成を行います。 

保健予防課 
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事業名 内容 担当部署 

児童・生徒指

導事業（再掲） 

 毎月、各学校から報告される、いじ

め・問題行動、長期欠席等に関する調

査等により各学校の実態や課題を把握

し、これらの防止や支援等の取組に努

めます。 

 児童・生徒指導担当教員研究会を開催

し、各学校の事案に対する具体的な対

応方法などについて、研究協議を行い

ます。 

 講演会等を通して、児童・生徒指導担

当教員の資質向上を図ります。 

 学校における様々な教育課題が多様

化・深刻化する中、問題を抱える児

童・生徒が置かれた環境への働きかけ

や関係機関とのネットワークの構築の

観点から、相談・支援のためのスクー

ルソーシャルワーカーを派遣します。 

 各学校と青少年教育相談室、家庭児童

相談室、中央児童相談所、警察等の関

係機関との連携を推進するとともに、

学校だけでは対応が困難な事案や、い

じめ重大事態に係る事案等について、

弁護士有資格職員等を活用して問題解

決を図ります。 

学校教育指導課 
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事業名 内容 担当部署 

スクールカウ

ンセラー配置

活用事業（再

掲） 

 学校における教育相談体制の充実と、

児童・生徒の心のケアを図るために、

神奈川県教育委員会から派遣されるス

クールカウンセラーを各学校に配置し

ます。 

 心の教育相談員を含めた学校の教職員

と連携を図り、組織的な相談・支援に

取り組むとともに、相談者のニーズに

応じて、専門的な立場から、児童・生

徒及び保護者からの相談に対応しま

す。 

教育センター 

青少年教育相

談事業 

 青少年教育相談担当所属の心理相談員

（臨床心理士）が、児童・生徒の学

校・家庭・社会生活における様々な不

安や悩みの相談に対応し、心のケアに

努めます。 

 必要に応じて、学校や関係機関との連

携を図り、組織的な支援に取り組みま

す。 

教育センター 
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重点施策８ 民間団体との連携を強化する 

 地域における様々な機関との支援体制整備のため、民間団体との連携を強化

します。 

 

（１）民間団体の人材育成に対する支援 

事業名 内容 担当部署 

自殺対策推進

事業（人材育

成）（再掲） 

 様々な対象者に対してゲートキーパー

養成研修を行います。 

 ＳＮＳ等の様々な媒体を活用し、自殺

に対する正しい知識の普及を通じて人

材育成を行います。 

保健予防課 

 

（２）地域における連携体制の確立 

事業名 内容 担当部署 

自立支援協議

会（再掲） 

 本市及び関係機関等が、障がいのある

方への支援の体制に関する地域の課題

について情報共有し、関係機関等の連

携の緊密化を図ることを目的として、

地域の課題の抽出や課題解決に向けた

協議を行います。 

障がい福祉課 

地域生活支援

拠点等整備事

業 

 障がい者の重度化・高齢化や「親亡き

後」に備えるとともに、病院や親元か

らの地域移行をしやすくするため、障

がいのある方が安心して地域生活を送

れるように、支援に必要な５つの機能

（①相談、②緊急時の受入れ・対応、

③体験の機会・場、④専門的人材の確

保・養成、⑤地域の体制づくり）につ

いて面的整備の充実をすすめます。 

障がい福祉課 
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事業名 内容 担当部署 

精神障害にも

対応した地域

包括ケアシス

テム構築推進

事業（体制整

備）（再掲） 

 地域特性に応じた精神保健福祉対策を

推進するために、地域の精神保健福祉

関係機関・団体等による茅ヶ崎市保健

所地域精神保健福祉連絡協議会を設置

し、意見交換、課題検討を行うことで

精神科医療、保健、福祉等の各施策の

向上を図ります。 

 関係機関の開催する会議や事例検討会

に参加するほか、必要に応じてコンサ

ルテーションを開催します。 

保健予防課 

 

（３）民間団体の取組や相談事業に対する支援 

事業名 内容 担当部署 

市民活動サポ

ートセンター

管理運営業務 

 茅ヶ崎市民活動サポートセンターの管

理運営を通して、多様な主体による社

会的課題の解決や主体間の連携を推進

します。 

市民自治推進課 

重層的支援体

制 整 備 事 業

（再掲） 

 ケースワーカーや相談支援包括化推進

員、重層的支援体制推進事業業務委託

を受ける茅ヶ崎市社会福祉協議会が地

域共生社会の推進を目指し、制度のは

ざまの課題や複数の分野にまたがる複

合課題を抱えた世帯への個別支援を行

うとともに、地域住民や地域福祉団

体、専門機関等の連携による一体的な

相談支援体制の構築に取り組みます。 

地域福祉課 
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事業名 内容 担当部署 

精神障害にも

対応した地域

包括ケアシス

テム構築推進

事業（体制整

備）（再掲） 

 地域特性に応じた精神保健福祉対策を

推進するために、地域の精神保健福祉

関係機関・団体等による茅ヶ崎市保健

所地域精神保健福祉連絡協議会を設置

し、意見交換、課題検討を行うことで

精神科医療、保健、福祉等の各施策の

向上を図ります。 

 関係機関の開催する会議や事例検討会

に参加するほか、必要に応じてコンサ

ルテーションを開催します。 

保健予防課 
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重点施策９ 子ども・若者の自殺対策を更に推進する 

 子ども・若者のライフステージや立場等、置かれている状況に応じた自殺対策

を実施します。 

 

（１）いじめを苦にした子どもの自殺の予防 

事業名 内容 担当部署 

いじめ問題対

策連絡協議会

事業 

 いじめの防止等に向け、学校、教育委

員会、児童相談所、警察その他の関係

者により構成する「茅ヶ崎市いじめ問

題対策連絡協議会」を運営し、情報交

換及び連絡調整を行います。 

こども育成相談課 

いじめ防止対

策推進事業 

 「茅ヶ崎市いじめ防止対策調査会」に

おいて、いじめ防止等のための調査研

究を行うとともに、調査会で調査研究

した内容について、「茅ヶ崎市いじめ

問題対策連絡協議会」等において情報

共有を図り、市全体でいじめ問題に取

り組む体制を構築します。 

 毎月、各学校から報告される、いじ

め・問題行動・長期欠席等に関する調

査等から、各学校の実態や課題を把握

し、いじめ・問題行動等に係る未然防

止・早期発見・早期対応に努めます。 

 「茅ヶ崎市いじめ防止サミット」にお

いて、いじめ防止等の取組の推進に資

するため、児童・生徒による主体的な

いじめ防止等の取組について共有を図

るとともに、参加児童・生徒が、ワー

クショップを通して、いじめ防止等の

取組に係る実践的な力を身に付けま

す。 

学校教育指導課 
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（２）学生・生徒等への支援の充実 

事業名 内容 担当部署 

児童・生徒指

導事業（再掲） 

 毎月、各学校から報告される、いじ

め・問題行動、長期欠席等に関する調

査等により各学校の実態や課題を把握

し、これらの防止や支援等の取組に努

めます。 

 児童・生徒指導担当教員研究会を開催

し、各学校の事案に対する具体的な対

応方法などについて、研究協議を行い

ます。 

 講演会等を通して、児童・生徒指導担

当教員の資質向上を図ります。 

 学校における様々な教育課題が多様

化・深刻化する中、問題を抱える児

童・生徒が置かれた環境への働きかけ

や関係機関とのネットワークの構築の

観点から、相談・支援のためのスクー

ルソーシャルワーカーを派遣します。 

 各学校と青少年教育相談室、家庭児童

相談室、中央児童相談所、警察等の関

係機関との連携を推進するとともに、

学校だけでは対応が困難な事案や、い

じめ重大事態に係る事案等について、

弁護士有資格職員等を活用して問題解

決を図ります。 

学校教育指導課 
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事業名 内容 担当部署 

スクールカウ

ンセラー配置

活用事業（再

掲） 

 学校における教育相談体制の充実と、

児童・生徒の心のケアを図るために、

神奈川県教育委員会から派遣されるス

クールカウンセラーを各学校に配置し

ます。 

 心の教育相談員を含めた学校の教職員

と連携を図り、組織的な相談・支援に

取り組むとともに、相談者のニーズに

応じて、専門的な立場から、児童・生

徒及び保護者からの相談に対応しま

す。 

教育センター 

青少年教育相

談事業（再掲） 

 青少年教育相談担当所属の心理相談員

（臨床心理士）が、児童・生徒の学

校・家庭・社会生活における様々な不

安や悩みの相談に対応し、心のケアに

努めます。 

 必要に応じて、学校や関係機関との連

携を図り、組織的な支援に取り組みま

す。 

教育センター 

ネットパトロ

ール事業 

 インターネット上で SNS の書き込み検

索等を継続的に行い、市内の児童・生

徒が悩んでいる様子等をキャッチし、

学校と連携する中で、適切な対応につ

なげています。 

青少年課 

 

（３）ＳＯＳの出し方に関する教育等の推進 

事業名 内容 担当部署 

ＳＯＳの出し

方に関する教

育（再掲） 

 ＳＯＳの出し方に関する定期的な教育

を各学校に促し、ＳＯＳを出しやすい

環境づくりを促進します。 

学校教育指導課 
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（４）子どもへの支援の充実 

事業名 内容 担当部署 

家庭児童相談

事業（再掲） 

 子育てに不安や悩みを抱える家庭、児

童虐待が発生している家庭に対して、

関係機関と連携し、相談等の支援を実

施します。 

 保護者の育児負担の軽減、親子関係の

改善等のための講座を開催します。 

こども育成相談課 

 

（５）若者への支援の充実 

事業名 内容 担当部署 

女性のための

相談事業（再

掲） 

 夫婦、家族などの人間関係での悩み

や、困りごとを抱えている女性のた

め、「女性のための相談室」を運営す

るとともに、庁内関係各課や関係機関

と情報共有を行い、連携した支援を行

います。 

 中学生に向けたデートＤＶ予防講座や

啓発リーフレットの配付など、若年層

に向けた暴力根絶のための意識啓発を

進めます。 

多様性社会推進課 

重層的支援体

制 整 備 事 業

（再掲） 

 ケースワーカーや相談支援包括化推進

員、重層的支援体制推進事業業務委託

を受ける茅ヶ崎市社会福祉協議会が地

域共生社会の推進を目指し、制度のは

ざまの課題や複数の分野にまたがる複

合課題を抱えた世帯への個別支援を行

うとともに、地域住民や地域福祉団

体、専門機関等の連携による一体的な

相談支援体制の構築に取り組みます。 

地域福祉課 

生活困窮者自

立相談支援事

業（再掲） 

 生活困窮者からの相談を受け、課題を

把握し、個々の状況に応じた支援プラ

ンを策定します。 

 生活困窮者支援調整会議を開催し、支

援プランに基づき、計画的かつ継続的

に支援します。 

地域福祉課 
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事業名 内容 担当部署 

精神障がい者

等相談・訪問

指導事業（再

掲） 

 悩みを抱える方やその方を支援する

方々への相談・助言等を実施します。 

 うつ病等の治療が必要な方を適切な精

神科医療につなげるようにします。 

保健予防課 

 

（６）知人等への支援 

事業名 内容 担当部署 

自殺対策推進

事業（人材育

成）（再掲） 

 様々な対象者に対してゲートキーパー

養成研修を行います。 

 ＳＮＳ等の様々な媒体を活用し、自殺

に対する正しい知識の普及を通じて人

材育成を行います。 

保健予防課 

精神障がい者

等相談・訪問

指導事業（再

掲） 

 悩みを抱える方やその方を支援する

方々への相談・助言等を実施します。 

 うつ病等の治療が必要な方を適切な精

神科医療につなげるようにします。 

保健予防課 

 

（７）子ども・若者の自殺対策を推進するための体制整備 

事業名 内容 担当部署 

自殺対策推進

事業（体制整

備）（再掲） 

 相談会や会議等の事業を通じて関係部

局や関係機関との連携を深め、総合的

な自殺対策を推進します。 

 市内で居場所作りに取り組む団体等に

対し、必要に応じて、助言等の支援を

します。 

保健予防課 

 



第３章 いのちを支える自殺対策の取組 

74 

重点施策１０ 勤務問題による自殺対策を更に推進する 

 職場におけるメンタルヘルス対策や様々な勤務問題への対策を推進します。 

 

（１）長時間労働の是正に向けた普及啓発 

事業名 内容 担当部署 

勤労市民会館

の 管 理 運 営

（再掲） 

 勤労市民会館で行われる講座・セミナ

ーを通じた普及啓発を行います。 
産業観光課 

自殺対策推進

事業（普及啓

発）（再掲） 

 市ホームページや各種イベントを活用

し自殺に関する正しい知識の普及を推

進します。 

 様々な相談窓口の周知・普及に取り組

みます。 

保健予防課 

 

（２）職場におけるメンタルヘルス対策の推進 

事業名 内容 担当部署 

地域・職域連

携推進協議会

（再掲） 

 地域保健と職域保健と職域保健を担う

組織の有機的連携により、青年期・壮

年期の勤労者の健康を向上させ、住民

の生涯を通じた継続的な健康管理を支

援します。 

地域保健課 

精神障害にも

対応した地域

包括ケアシス

テム構築推進

事業（普及啓

発）（再掲） 

 精神障がいや精神疾患に関する普及啓

発活動を行うほか、企業等へのメンタ

ルヘルスに関する健康教育を実施しま

す。 

保健予防課 
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（３）ハラスメント防止対策の普及啓発 

事業名 内容 担当部署 

勤労市民会館

の 管 理 運 営

（再掲） 

 勤労市民会館で行われる講座・セミナ

ーを通じた普及啓発を行います。 
産業観光課 

自殺対策推進

事業（普及啓

発）（再掲） 

 市ホームページや各種イベントを活用

し自殺に関する正しい知識の普及を推

進します。 

 様々な相談窓口の周知・普及に取り組

みます。 

保健予防課 
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重点施策１１ 女性の自殺対策を更に推進する 

 妊産婦への支援や女性が抱える様々な悩みや問題への対策を推進します。 

 

（１）妊産婦への支援の充実 

事業名 内容 担当部署 

女性のための

相談事業（再

掲） 

 夫婦、家族などの人間関係での悩み

や、困りごとを抱えている女性のた

め、「女性のための相談室」を運営す

るとともに、庁内関係各課や関係機関

と情報共有を行い、連携した支援を行

います。 

 中学生に向けたデートＤＶ予防講座や

啓発リーフレットの配付など、若年層

に向けた暴力根絶のための意識啓発を

進めます。 

多様性社会推進課 

母子訪問指導

事業（再掲） 

 提出された出生連絡票に基づき、新生

児訪問、こんにちは赤ちゃん訪問、未

熟児訪問に振り分け、保健師、助産

師、主任児童委員、栄養士等が訪問

し、対象者の抱えている課題を把握し

支援するとともに、居住している地域

の子育て支援情報を提供します。 

 すべての対象者に連絡、訪問すること

で、相談に出向いてくることができな

い対象者を早期に把握し、継続した支

援が必要な対象者には、関係機関等と

連携しながら定期的な訪問や電話フォ

ロー等を実施します。 

こども育成相談課 
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事業名 内容 担当部署 

産後ケア事業 

 母親の身体的な回復のための支援、授

乳の指導及び乳房のケア、母親の話を

傾聴する等の心理的支援、新生児及び

乳児の状況に応じた具体的な育児指

導、家族等の身近な支援者との関係調

整、地域で育児をしていく上で必要な

社会的資源の紹介等を行います。 

 母親の身体的回復と心理的な安定を促

進するとともに、母親自身がセルフケ

ア能力を育み、母子の愛着形成を促

し、母子とその家族が健やかな育児が

できるよう、支援を行います。 

こども育成相談課 

 

（２）コロナ禍で顕在化した悩みを抱える女性への支援 

事業名 内容 担当部署 

女性のための

相談事業（再

掲） 

 夫婦、家族などの人間関係での悩み

や、困りごとを抱えている女性のた

め、「女性のための相談室」を運営す

るとともに、庁内関係各課や関係機関

と情報共有を行い、連携した支援を行

います。 

 中学生に向けたデートＤＶ予防講座や

啓発リーフレットの配付など、若年層

に向けた暴力根絶のための意識啓発を

進めます。 

多様性社会推進課 

生活困窮者自

立相談支援事

業（再掲） 

 生活困窮者からの相談を受け、課題を

把握し、個々の状況に応じた支援プラ

ンを策定します。 

 生活困窮者支援調整会議を開催し、支

援プランに基づき、計画的かつ継続的

に支援します。 

地域福祉課 

精神障がい者

等相談・訪問

指導事業（再

掲） 

 悩みを抱える方やその方を支援する

方々への相談・助言等を実施します。 

 うつ病等の治療が必要な方を適切な精

神科医療につなげるようにします。 

保健予防課 
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第４節 本計画の推進体制と評価                 

１ 本計画の推進体制 

本市の自殺対策を効果的に実施していくために、「茅ヶ崎市自殺対策計画推進

委員会」及び「茅ヶ崎市自死（自殺）対策庁内連絡会」において、行政、関係機

関等と連携し、総合的に推進します。 

茅ヶ崎市自殺対策計画推進委員会 

役 割 

本計画の改定及び変更、並びに施策

の推進に関して調査、審議を行う。 

構成員 

公募市民、公共的団体等の代表者、医

療に関する団体の代表者、関係行政

機関の職員、学識経験者 

茅ヶ崎市自死（自殺）対策庁内連絡会 

役 割 

庁内の関係部署との密接な連携と協力

により、自殺対策を総合的に推進する。 

構成員 

関係課の課長級職員 

 

２ 本計画の進捗管理・評価 

本計画を効果的に推進していくために、ＰＤＣＡサイクルを通じた計画の進

捗管理を行います。 

評価については、「自殺死亡率の数値目標の達成度」、「本市の自殺の状況」の

ほか、「重点施策の取組状況」においては、各課の取組状況や実績の報告、課題

等の情報収集、ヒアリング等の情報をあわせて総合的に評価を行います。 
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